
日 薬 業 発 第 2 3 7 号 

令 和 元 年 1 0月 2 3日 

都道府県薬剤師会 担当役員 殿 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 森 昌平 

 

令和元年台風19号による被災者に係る一部負担金等の 

徴収の猶予について（要請） 

 

 

標記について、総務省自治行政局公務員部福利課から連絡がありましたのでお

知らせいたします。 

 被用者保険・国保組合等において、令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に

係る一部負担金等の支払いを猶予できることにつきましては、令和元年10月23日

付け日薬業発第236号ほかにてお知らせしたところですが、今般、共済組合におい

ても同じ取扱いとされ、当該取扱いの期間は令和2年1月末とされています。 

 取り急ぎお知らせいたしますので、該当都道府県薬剤師会におかれましては、

貴会会員へご周知くださいますようお願い申し上げます。 










